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こんにちは。川崎市まちづくり局住宅整備推進課です。 

「川崎市マンション便り」は、マンション管理活動のお役に立てればとの思いから、「マン

ション管理組合登録・支援制度」にご登録いただいている管理組合様へお届けしております。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった年となり、緊急事態宣言下では、

ハウジングサロンの「マンション管理相談窓口」を閉鎖させていただきました。ご利用を予

定されていた管理組合様には大変ご不便をおかけいたしまして申し訳ありませんでした。 

来年度以降につきましては、コロナの状況をみながら、極力、皆さまからの相談を受けられ

るようにしてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

川崎市マンション管理組合登録・支援制度 （アドバイザー派遣） 

 令和３年２月末時点で、５７９の管理組合様にご登録をいただいております。本制度の管

理組合登録数は着々と増えておりますが、今年度は例年と比べて、「アドバイザー派遣」の

派遣依頼が少なかったように感じました。ハウジングサロンでは、マンションの維持・管理

等に関する相談を無料で受付けており、マンションに赴く必要性が高い相談案件については、

アドバイザーの派遣を無料で実施しています（本制度に登録している管理組合様は年 3 回

まで派遣可能）。管理組合の運営や管理規約の見直しなどのソフトに関するものから、大規

模修繕工事や耐震などのハードに関するものまで幅広くご対応いたしますので、お気軽にご

相談ください。 

第 ３ 号

ごあいさつ 

相談連絡先：一財団法人 川崎市まちづくり公社 ハウジングサロン

住 所 ：川崎市高津区溝口１－６－１ クレール溝口２階 

電話番号：０４４－８２２－９３８０ 

相談予約：火～土曜日 ９～１２時・１３～１６時（祝日・年末年始除く）

マンション管理相談日：火・木・土曜日１０～１２時・１３～１６時 



 川崎市住宅整備推進課から「マンション管理組合

登録・支援制度」に関する制度説明を、住宅金融支

援機構からマンション管理組合が活用できる融資制

度についてご説明を行いました。 

 また、分譲マンションの大規模修繕をテーマとし

て、市内マンションの管理組合員と管理会社から、

大規模修繕に関する事例を紹介していただきました。 

                                        ※その他修繕事例については、同封して

いる適正管理事例集をご覧ください。 

〇資産向上…売却価格が150～200万程度上昇した 

〇コミュニティの活性化…毎年、クリスマスツリーの飾り付けイベントを行っている 

〇防犯性向上…オートロック化により部外者が激減 

〇快適性向上…きれいになったことにより、居住者の意識が改善 

東京都築25年、総戸数５１戸、地上8階・地下１階建てのマンション事例

①施工前の状況 ② 課 題

③ 解決するために ④ 実 行

⑤ 結 果



今回の交流会では、大規模修繕工事を実施することで、『マンション価値の向上』だ

けではなく、『住生活者のコミュニティ形成』までもが図られたということがとても印

象深かったです。マンション管理におけるコミュニティの重要性を再認識することがで

き、担当者自身、とても勉強になりました。

マンション段差解消工事等費用助成制度のご案内 

川崎市では、分譲マンション共用部の階段やスロープへの手すりの設置、スロー

プの新設等の段差を解消する工事費用の一部を助成する制度を実施しております。 

令和３年度につきましても、４月から申請の受付けを開始します。 

※申請が予算額を超えると受付終了となります。 

※事業計画書の提出期限は９月末までとなります。

〇手すり新設     〇段差解消機（リフト）新設  〇傾斜路（スロープ）新設 

＊申請方法等の詳細につきましてはホームページに掲載しておりますので、   

ご確認ください。 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/

24-4-16-2-0-0-0-0-0-0.html

住宅金融支援機構ではマンション共用部分のリフォームを行う際に、融資を行っています。 

  検討されている方は、ご活用ください。 

  〇法人格のない管理組合も申請が可能！  

〇担保不要！  

〇全期間固定金利！ などなど……。 

マンション共用部分リフォーム融資のご案内



マンション建替え円滑化法の改正について
マンション建替え円滑化法（正式には「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」）

が令和２年６月に改正され「団地における敷地分割制度」が新設されました。 

日差しも暖かくなり、コロナ禍ではありますが、そろそろ自由な外出が恋しくなってきました

ね。今年度のマンション管理組合交流会は川崎区での開催となりましたが、今後はいろいろな区

で、その地域のマンションの特徴に応じた内容をテーマにした交流会を開催したいと考えており

ます。開催前に「マンション便り」でご案内させていただきますので、是非ともご参加いただけ

ればと思います。 

「マンション便り」では市内マンション管理理組合様の先進的な取組みなどをご紹介したいと

考えております。「こんなコミュニティ活動を実施している」とか「マンション再生に向けてこん

なことをやった」などなど、その他、内容は問いませんので情報提供いただければと思います。 

引き続き、本市のマンション政策の推進にご理解とご協力をよろしくお願い致します。 
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